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知財高裁第１部 

 事 件 番 号      
令和４年(行ケ)第１００５７号（第１事件） 

同１００５４号（第２事件） 

○ 発明の名称を「ランプ及び照明装置」とする発明に係る特許無効審判において、審

決が認定した本件発明と主引用発明との対比における相違点の一部は相違点といえず、

かかる相違点に依拠して本件発明の容易想到性を否定した本件審決は、進歩性の判断に

おいて、結論に影響を及ぼす誤りがあったものといえるとして、審決の一部を取り消し

た事例 

（事件類型）審決取消（特許）請求事件 （結論）第１事件原告の請求一部認容（審決一

部取消） 

（関連条文）特許法２９条２項 

（関連する権利番号）無効２０１８－８０００３６号、特許番号第５６５８８３１号 

判 決 要 旨 

１ Ｙ（第１事件被告・第２事件原告）は、平成２５年３月５日を国際出願日（平成２４

年４月２５日優先日・本件優先日）とし、発明の名称を「ランプ及び照明装置」とする

発明について、平成２６年１２月５日、特許権の設定登録（特許第５６５８８３１号。

請求項の数１７。本件特許）を受けた。 

Ｘ（第１事件原告・第２事件被告）は、平成３０年４月６日付けで、本件特許につい

て特許無効審判（無効２０１８－８０００３６号）を請求した。Ｙは、令和元年１２月

１６日付けで、本件特許の特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をし、令和３年７月

３０日付けで上記訂正請求書を補正した（補正後の訂正請求を「本件訂正」という。）。

本件訂正は、請求項９～１３を削除し、請求項１８～２３を増項するものであった。Ｘ

は、本件訂正を踏まえて、無効理由を補正し、証拠や根拠条文の一部追加を行った。特

許庁は、令和４年５月１０日、本件訂正を認めた上で、「本件特許の請求項３、５、７、

１７、２０、２２、２３に係る発明についての特許を無効とする。本件特許の請求項１、

２、４、６、８、１４、１６、１８、１９、２１に係る発明についての審判請求は、成り

立たない。」との審決（本件審決）をした。 

Ｙは、令和４年６月１０日、本件審決のうち請求項３、５、７、１７、２０、２２、２

３に係る特許を無効とする判断部分の取消しを求める本件訴訟を提起し（第２事件）、

Ｘは、同月１６日、本件審決のうち本件特許の請求項１、２、４、１４、１６、１８、１

９、２１に係る審判請求不成立の判断部分の取消しを求める本件訴訟を提起した（第１

事件）。 

２ 本件では、第１事件の取消事由として、取消事由１（無効理由の補正不許可に係る裁

量権の踰越・濫用）、取消事由２（サポート要件違反、実施可能要件違反）、取消事由３

（請求項４の発明について検甲２を主引用例とする進歩性の判断の誤り）、取消事由４
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（請求項１、２、１６の発明について検甲４を主引用例とする進歩性の判断の誤り）が

主張された。また、第２事件の取消事由として、取消事由１（公然実施性の認定の誤り）、

取消事由２（請求項３、５、７、２２、２３の発明について検甲４を主引用例とする進

歩性の判断の誤り）、取消事由３（請求項１７の発明について検甲４を主引用例とする

進歩性の判断の誤り）、取消事由４（請求項２０の発明について検甲７を主引用例とす

る新規性及び進歩性の判断の誤り）が主張されたが、本判決は、第１事件の取消事由３

につき、要旨、次のとおり判断して、審決を一部取消し、Ｘのその余の取消事由及びＹ

の取消事由についてはいずれも理由がないと判断した。 

(1) 第１事件の取消事由３について 

本件審決は、本件発明４の構成要件１－４Ｈについて「第１壁部と第２壁部自体によ

って、基板の短手方向の動きを規制することを意味していると解される。」と認定する

が、本件発明４は、構成要件１－４Ｈにより、一対の壁部によって、基板は、短手方向

の動きが制限されていることが特定されていると解され、一対の壁部は、基板の短手方

向の動きを制限することに関与すれば足りることを踏まえると、本件審決の上記認定は

誤りである。 

そして、検甲２発明は、本件審決の認定のとおり、「前記基台は、一対の第１突部と

第２突部を有し、前記第１突部と前記第２突部との間にクリップが嵌まり、前記クリッ

プは短手方向に動かないものであ」ることが認められ、さらに、第１突部と第２突部は、

ＬＥＤをまたぐようにしてＬＥＤ基板の上下方向及び水平方向における動きを規制する

透明樹脂のクリップを挿通する溝部を有するように構成されていることに照らせば、検

甲２では、第１突部及び第２突部（の溝部）がなければ、ＬＥＤ基板の水平方向の動き

を規制できないのであるから、検甲２のＬＥＤ基板は、クリップを介して、第１突部及

び第２突部により、短手方向（水平方向）の動きが規制されていると認められる。そう

すると、検甲２発明の一対の第１突部と第２突部に係る構成は、本件発明４の構成要件

１－４Ｈを充足するものであるといえるから、これを相違点４と認定した本件審決は誤

りである。 

Ｙは、本件審決が、本件発明４の発明特定事項について、本件明細書【００５５】等

の記載を具体的に参酌して解釈した理解は正当であると主張するが、発明の要旨認定の

判断において、発明特定事項を実施例に限定して解釈することは許されないし、そもそ

も実施例においても、反射部材７０を介在して、一対の壁部が基板の短手方向の動きを

規制しているといえるから、Ｙの上記主張は、採用できない。 

(2) そうすると、相違点４を認定し、かかる相違点４に依拠して本件発明４の容易想

到性を否定した本件審決は、進歩性の判断において、結論に影響を及ぼす誤りがあった

ものといえる。 


